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1.は じ め に

ただ今ご紹介いただ きま した法学部の花見で ございます。坂本先生か ら,教 育学部 で 「児童

の権利 に関す る条約」(以 下では,「 子 どもの権利条約」と呼ぶω)に 関す るシンポジュウムを開

催 す る予定で あ り,ぜ ひ法律学 の観点か ら話 をして もらいたい とい うお話 をいただ きました。

私がその役 目に適任か どうかは,疑 問な しとは しませ ん し,果 た して,十 分なお話 にな るか ど

うかあま り自信 はあ りませ んが,話 をさせていただ くこ とに します。

(1)「 子 どもの権利条約」の批准

わが国の政府 も,よ うや く今年3月 にこの 「子 どもの権利条約」の批准案 について国会 の承

認 を受け,5月22日 より同条約がわが国について も発効 しま した。実 は,こ の条約 は1989年11

月の第44回 国連総会 において採択 され,翌 年9月 に国際的 には発効 していたのです。 それか ら

4年 たって,先 ほど教育学部長の熊 谷先生か ら指摘があ りましたように,わ が国は ようや く158

・番 目の締約国になった とい うこ とです。現在,国 連 に加盟 している国は184ヵ 国ですか ら,相 当

に遅い。 なぜ,こ の条約の批准,承 認が こんなに遅れたのか という原因については,当 然 さま

ざまな角度か らの分析 が可能であるのです(2)が,,.大 きな理由 は,率 直 に申 し上 げて,わ が国

の政府が人権 の閏題 にあ まり熱心でない とい うことにあ るのだ と思い ます。

もう少 し具体 的に申 します と,人 権 に関す る条約への加盟問題 を含めて,外 交政策全般 につ

いて,わ が国の政府 は戦後 ほぼ一貫 して,ア メ リカ との 協調 関係 を最優 先 とす るとい う方針 を

堅持 して きています(3)。そのアメ リカは,国 連が中心 にな って作 って きた,こ の「子供の権利条

約」 をは じめ とす る人権 に関す る諸条約 をなかなか批准 しない傾 向が あるのです。

その結果 どういうことになってい るか と言い ます と,現 在 までに作 られた人権関係 の条約は

主要 な ものだ けで も,27あ るのですが,[1本 はその うちの半分以下の13の 条約 に しか加盟 して

お らず,人 種差別撤廃条約(締 約国136ヵ 国),集 団殺害罪(ジ ェノサ イ ド)防 止 ・処罰条約(同

110ヵ 国)あ るいは市民的政治的権利 に関す る国際入権 規約 の選択議 定書(同72ヵ 国)の ような

重要な条約に も加盟 してい ません(4)。最近,「 人権大国」という言葉 をよ く耳 に しますが,日 本

の現状 は決 してその言葉がふさわ しい状況 にはないことを,私 たちはまず認識すべ きだ と思 い

ます。

(2)「 子 どもの権 利条約」 の3つ の特徴

この 「子 どもの権利条約」の特徴 は,3つ あるといわれ ます(5)。第1に 従米保護 され る,あ る
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いは管理 され る対象に過 ぎなかった子 ども(18才 未満のすべての者一同条約1条 〉につ いて も
,

大人 と同様 に人権 の享有 主体 であるこ とを認めていること,第2に 子 ども固有の権利 といえ る

もの(た とえば,麻 薬や性的搾取,虐 待か らの保護一33条 ,34条 一 など)に ついての人権 とし

ての保障,第3に 大人(と くに親)の 子 どもに対す る役割 を確 認することを通 して
,子 どもの

権利 を社会ll勺に人権 と して保障 しようと していること,の3つ です。

とりわけ,そ の最大の特徴 は,第1の 点 にあ り,と くに12条 の 「自己の見解 をまとめ る力の

ある子 どもに対 して,そ の子 どもに影響 を与えるすべての事柄 について自由に自己の兄解 を表

明す る権利 を保障する」とい う意見表明権 が重要であると考え られています(6)。つ ま り従来 は,

大人が最 善の もの と判断 した もの を子 どもに与えることが子 どもの権利の実現 になるのだ と考

えられていた訳ですが,現 実 にはそ うではないこ とが多かった。 そこで,こ の条約 は,子 ども

自身が意思 を表 明 し,事 柄 の決定 に参加す ることを通 して,子 どもの権利 実現の道 を創 り出 し

ていこうとしているのです。 こうした条約の趣 旨か らすれば,例 えば 「授業 中の発言の際 は,

右腕 を約70度 前方 に挙 げ,五 指 をそろえて,手 のひ らを前 に向ける」 といった煩項で,ほ とん
ど合理的な理 由のない規定 を含んだ校則 については,今 後,子 ど も ・生徒の意見 を聞 くことを

通 して大幅な兄直 しがな され てい くべ きだ と思 われ ます し,こ の ような方向で条約の精 神や理

念 をどう具体化 してい くかが,こ の条約 に関心 を持 つ私たちに とってのこれか らの大 きな課題

で もあるわけです。

私の報告では,子 どもの権利条約の,こ の最大の特徴 である子 ども,す なわ ち18歳 未満のす
べ ての者 を・成年者 と岡様 に人権 の享有 主体であ ると認めるこ との人権論の歴 史か ら兄 た意義

と・ 子どもの人権 に固有の制慕」原理 につ いて検討 し,そ れが学校教育 における具体的な開題 を

考 える場合 にどの ような視点 を提供す ることになるかについて考えてい きたい と思います。

2.子 どもの人権主体性 の意義 と子 どもの人権 に固有 な制約原理

(1)近 代人権論 における 「子 ども」 の位置 とその変化の意義

最近 ではわが国で も,「 人権 」について広 く語られ るようにな りま したが,つ い20年 ほど前で

あれば,「 ジンケ ン」 と聞 いて多 くの人は何 を思い出 したか といいます と
,「 人工の絹 糸」の方

の人絹 を思 い浮かべた とい う笑 い話の ようなことがあ ります。そ ういう意味では,日 本におけ

る人権意識 はここ10年 か ら20年 の間に大 きく変わ って きている とい うことがで きる と思 いま

す。

人権 とは,一 般 に 「人が人たることに基づ いて当然 に享有する と考 えられる権利」であると

いわれ ますが(7),歴 史上,最 初の人権 宣言 とされるヴ ァー ジニアの権利章典(1776年)は
,「 す

べて人は生来 ひ としく自由かつ独立 してお り,一 定の生来の権利 を有す るものである」 と宣言

し,ま た人権の理念の世 界的 な普及 に大 きな役割 を果 た した といわれ るフランスの人および市

民の権 利宣言(1789年)は,そ の1条 で 「入は,自 由かつ権利 において平等 な もの として出生

し,か つ生存す る」 と述べてい ました(8)。

しか し,こ こで注意 しなければな らないことは,当 時そこにい う 「人」は,黒 人な どの奴隷,

女性,そ して子 どもを当然に含む ものではなか った という点です。子 どもについて述べれば,

歴 史的には,権 利は成人 にのみ帰属 する もの とされ,子 どもは後見的 な配慮 を受 ける対象であ

り・子 ど もの行為 は親や他 の権威 のある者の統制の 下に置かれていま した。そ してそれは,子

どもがその本性 と して彼 ら自身の現在 と将来の利益 を適切に知 るこ とがで きず,自 分 自身の幸

福 に責任 を持てないか らであるというパ ターナ リステ ィックな理 由によって正 当化 されていま
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した(9)。

こ うしたパ ターナ リステ ィックな見解の代表が,近 代的 な人権論 ともつなが る社会契約説を

説いたホッブスである{10)。彼 は,『 リヴァイアサ ン』(1651年)の 中で 「コモ ンウェル スの命令

は,そ れ を知 る手段 を持つ者に とってのみ法で ある,と 解す るこ とがで きる。先天性の 臼痴,

子 ども,狂 人に法が ないの は獣 について と同様であ る。 また彼 らには,正 ・不正 を主張 しうる

資格 もない。なぜな ら彼 らは,契 約 を結んだ り・契約の帰結 を理解す る能力を持?た ことがな」

いか らであると述べ ています(H)。つ ま り,ホ ッブスによれば,権 利は能力 と同一視 されるので

あ り,法 を知 るこ とので きない子 どもは自然権 も社会契約 による権 利 も持 たな い とい うので

す(12)。しか も,「いかな る人にとって も,父 親 は本米,彼 らに対 して生殺与奪の権 を持つ 主権 者

であった」㈹ と して,子 ど もは父親 を主権者 として認めなければならない存在 であると してい

ま した。

これ に対 して,J・ ロックは,子 どもについて より自由主義的なパターナ リズムの考え方 を

示 しています。 ロックは 『市民政府論』(1690年)の 中で次の ようにいい ます。「神は,両 親 に,

子供 を扶養 し,保 護 し,教 育す る義務 を課 した。それ と同様 に子供 たちには,そ の両親 を尊敬

せ よという永遠の義務 を課 したのである。」(14)しか しこの義務 は・「両親 に子供たちに対す る支 .

配権 を与 えるとか,法 をつ くって,思 いの ままに子供 たちの生命や 自由 を処理す る権威 を与 え

るとか ということとは,全 く違 う。尊敬,敬 意,感 謝,援 助の義務 を負 うことと,絶 対f1勺な服

従 と従順 を要求す ることとは別の事柄であ る」(15)と。すなわち,ホ ッブス と異 な り,彼 によれ

ば,父 親 も子 どもの生殺与奪の権 を持つ主権者ない し支配者ではな く,子 どもを養育す る義務

を持つ者にす ぎないのです。

しか しなが ら,ロ ックは両親の持つ 自然権 と子 どものそれ とが対立す る場合 については言及

していませ ん。その代わ りに,彼 は子 どもにとっての利益 は親 の利益 と同一であ り,親 の慈愛

が あれば子 どもの権利 は十分 に実現 され るとい う考え方 を採 っていま した。ただ,善 意の慈愛

も子 どもに関する事柄 を支配す るという点では,あ か らさまな支配権 の行使 と同様 の効果 を持

っこ とがで きます し,ま た両者 とも,子 どもが 自分 自身の主張 をす るこ とを妨 げ,さ らにその

ことによ り社会が子 どもを個 人 として尊敬 に値す る者 とみなす ことを妨 げて しまいます(16)。し

たが って,子 どもが親 のそれ とは異なった独 自の権利 を持つこ とがで きない とい う帰結の点で ・

は,ホ ッブス とロックの考 え方に,そ れほど大 きな相違 はなかった と考 え られ ます。

19世紀 に入 り,功 利主義の立場か ら自由主義 を理論的に根拠づ けたJ・S・ ミル は,功 利=1:

義的なパ ターナ リズムの考 え方に立 っていま した。彼は,「文明社会の成員に対 し,彼 の意志 に

反 して,正 当に権 力 を行使 しうる唯一の 目的は,他 人にたいする危害の防止で ある。彼 自身の

幸福は,物 質的な ものであれ道徳ll勺な ものであれ,十 分な正当化 となるものではない。」働 とい

う侵害原理 によって,個 人の 自由ない し人権 を制限す る際の限界に関す る一般的原理 を示 した

ことはよ く知 られてい ます。 しか し,ミ ルは同 じ 『自由論』(1859年 〉の中で,「 現存の世代 は,

来 るべ き世代の訓練 とすべての環境 とを,意 の ままにす ることがで きるのであ る」(18)とも述べ

てい ます。す なわち,彼 の ために よいだろうか らという理 由で,そ れを彼 に強要 してはならな

い とい う,こ の侵害原理は,子 どもには妥 当 しないというわけです。言 い換 えれば,社 会 の全

体的な福祉 を最大化す る必要か ら,成 人の場合 とは異 な り,子 どもには 自分 自身の利益 を解釈

する権利 を認め られてはならない とす るのです(19)。

以上簡単 に,近 代 の人権論 に理論的な基礎 を提供 した代表的な3人 の論者 につ いて,そ れぞ

れの理論 の中で子 どもをどの ように位置づ けてい るかを見たわけですが,3人 に共通 している

のは,原 理的 に子 どもは成人 と異 な り,「養育」ない し 「教育」という名のパ ターナ リステ ィッ
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クな干渉が当然視 され ること,し たがって子 どもの最善の利益 を決 定す るにあた って も,子 ど

も自身の意見が真剣に考慮 され ることはない というこ とです(20)。

こうした人権論 における子 どもの理解 は,19世 紀の後半,工 業化 の進展に ともなって生 じた

苛酷な児童労働が大 きな社会問題 とな り,イ ギ リスでは児童保護立法がつ くられ るとい う動 き

の中で,「子 どもの権利」が社会 の大 きな関心 を引 くようになる段 階にも引 き継がれていきます。

つ ま り,そ こでの 「子 ど もの権利」 は,あ くまで保護や教 育 を受ける権利であ り,子 ども自身

の 自己決定の権利 をその内容 とす るものではなかったわけです。そ して,こ うした保護や教育

を与 える国家の地位 と権 隈がパ レンス・バ トリエ(parenspatriae一 国親)の 考 え方であ りま し

た(21)。

さ らに,こ う した考 え方は,20世 紀に入ってか らの 「子 どもの権利」のための国際的な動 き

に も反映 して います。、例 えば,1959年 に国連 が採択 した 「子 ど もの権利宣言」 も,思 想良心の

自由 ・信教の 自由 ・表現 の 自山 といった市民的 自由については,ほ とん ど触れてい ません。

しか しなが ら,60年 代以降,当 初 はと くにアメ リカにおいて,こ の ような 「子 どもの権利」

の理解 に対 して大 きな疑 問が生 まれて きます。 その具体的 な背景 としては,と くに少年裁判の

領域での,パ レンス ・バ トリエの楽観主義的な理想への疑問,児 童救済家たちの慈恵的なおこ

がま しさへの反感,そ してわが国に もさまざまな形で伝 え られ ました,ア メ リカ社会全体 にお

ける親の子 どもに対 す る虐待 と無視 の拡大があった といわれています(22)。

この ような状況の中か ら,親 や公権 力は子 どもの最善の利益 を十分理解 し,判 断で きるのか

という疑問が生 じ,そ こか らむ しろ子 ど も自身、1.独自の人権主体牲 を認めることが,子 どもの

最善の利 益 を実現 してい く上で必要ではないか という認識が生 まれて きました。 そ して,こ の

認識が 「子 どもの権利条約」のr-一,iに,その第一の特徴 として結実 した と考 えられるわけです。

(2)子 どもの人権 に固有 の制約原理一限定 されたパターナ リスティックな制約

次 に,子 どもに人権 享有主体性 を認め るとして も,成 年者つ まり大人の人権 について,人 権

が社会 的な ものであることに基づ く一定の制約が あるように,成 長過程 にあ る子 どもについて

は大人の人権 制約原理 とは別の観点か らのなん らかの制限 ・制約原理が必要であるように思わ

れ ます。 この子 どもの人権の制約の あ り方につ いては,一 般 に 「保障 され る人権 の性質に従 っ

て,未 成年者の心身の健 全な発達 をはか るための必要最小限度の制約が憲法上許 され る」(23)と

考え られてお り,も ちろん この制約は,人 権の性質,子 どもの年齢な どに応 じて具体的に検討

され るべ き事柄ですが,そ の基本的性格 を明 らかに してお くことは,原 則 のないなかで子 ども

の人権が大幅に制限 され ることを防 ぎ,そ の人権 の体系II勺な実現 を図ってい くために必要な こ

とであ ると考え られ ます。

こう した観点か らいい ます と,従 来,日 本国憲法の「公共の福祉」(13条)の 解釈 という形 で,

大人の人権 につ いての制約原理 として認め られて きた,各 人に平等 に権利 を保障す るための調

整原理 としての内在的制約 と,社 会 的観点か ら権利 を実質的に保障するための調整原理 として

の政策的制約(24)とは別 に,子 どもの人権 に固有の制約原理 として,デ ー ビッ ト・リチ ャーズや

M.D.A.フ リーマ ンな どに よりなが ら,「 限定 されたパ ターナ リステ ィックな制約」を認め

る最近の学説(25)が注 口され ます。

この学説に よると,「 基本的人権」は子 どもを含めてすべての個 人に妥当す るが,人 格的な 自

律への能力の現実化過程 にある子 どもについて,国 または地方公共団体 は,① その実現 を妨 げ

るような環境 を除去す ること(た とえば,憲 法27条3項 は 「児童は,こ れを酷使 してはならな

い」 と規定す る)を 求め られ,② その過程 に必要 な条件 を積極的に充足 し(憲 法26条 の 「教育
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を受け る権利」や その前提 とな る 「学習権 」がこれにかかわ る)・ さらに③ その過程 に とって障

害 とな ると考え られ る場合 にはその過程 その ものに介入す るこ とが求め られ るとします・「限定

されたパ ターナ リステ ィックな制約」 とは,こ の③の場合であ り,そ れは子 どもが人格的 に自

律 した存在へ と成長す るこ とに役立つ ような介入,ま たは制約であ り・具体的 には・「子 ども自

身の 目的達成能 力 を重大 かつ永続 的 に弱化せ しめ る見込 みの あ る場 合 に限 って正 当化 され

る」(26)自由への介入であるとされ るわけです。

この 「限定 されたパ ターナ リステ ィックな制約」については,こ の学説の論者 自身が・「一般

的 な,し か も試論的な もの」にす ぎない(27)としてい るように,こ れをその まま子 どもの人権 を

制限する法令や行政上の処分の合憲性 を審査す る基準 とす るこ とはで きない と思われ ます。 た

だ,「 子 どもの権利条約」を批准 ・承 認 し,政 府 として18歳 未満 の子 どもも大 人同様,人 権 の 一一一es‐r

有主体 と して取 り扱 うことをli到際的に も確認 した現在,子 どもの人権の制約 については,相 当

程 度限定 され たもののみが,憲 法 に適合す る制約 であると考 えられます。 その意味で,子 ども

の人権 を制限す る法令や行政上の処分 の合憲性 を審査す る基準 を個別の領域 ご とに作成す るに

際 して,こ の 「限定 されたパ ターナ リステ ィックな制約」の原理は,基 本 となる考 え方を示 し

ているといってよいで しょう。しか しなが ら,こ の考え方 に立つ場合に も,「子 ども自身の 目的

達成能力を重大かつ永続的に弱化せ しめ る見込み」があるか どうかの決定は,裁 判官 などの大

人が下す ことを考 えると,そ の見込 みを認定す るにあたっては,「 子 どもの権利条約」12条の意

見表明権 に基づ いて,子 ども自身の意兄がその決定 に反映 す るような手続 きが とられるこ とが

要請され ます。 したが って,子 どもの人権の制約 が憲法上許 されるのは,基 本的 に,子 ども自

身の 目的達成能力 を重大 かつ永続的に弱化せ しめ る見込みが ある場合 に限 られ,し か もその兄

込み を認定す るにあたっては子 ども自身の意見が反映 され るよう,子 どもに手続上の権利が保

障 されなければならないと考 えられるわけです。

こう した考 え方 に基づ いて,従 来,子 どもの人権 を制限す る法令や行政上の処分の合憲性 を

審査す るため に作 られて きた基準は,大 き く見直されなければな らない と思い ます。ここでは,

学校教育における具体的問題 として,近 年社会的 にも大 きな関心 を1乎んでい る内111書や指導 要

録の生徒 本人への開示の問題 を取 り上げ,こ の点についての若干の検討 を行ってみたい と思 い

ます。

3.同 条約の学校教育 へのインパ ク トー内申書 ・指導要録 の開示請求権 に関す る若干の検討

(1)高 槻市の内申書開示請求事件

内申書(調 査書)や 指導要録の生徒本人への開示の問題 が,大 きな社会 的関心 をII乎ぶ きっか

け となったと考 えられ るのが,91年1月7日 になされた,大 阪府高槻市 に住む当時中学3年 生

であった女子生徒の 「志望校 を決め る参考に したい。 自分の内申書 を見せて もらいたい」 とい

う,同 市教育委員会 に対する訴 えで した。

この女 子生徒 の訴えに対 し,市 教育委員会 は,「 まだ作成 されていない」として事実上の門前

払い としたため,生 徒側は,こ れを不開示決定 と受け取 り,市 教 育委員会 に対 して不1最申 し立

てを行 いま した。この訴 えは同市の個 人情報保護条例 に基づ くものであったこ とか ら,こ の条

例 によ り設 けられた第三者的機関である個 人情報保護審査会 の審査 が行われ,同 審査会 は,2

月28日,全 国で初めて問題の内申書の全面的 な開示 を答 申 しました。 この審査のなかで,市 教

育委員会側 は 「秘密であることで公正 さが保 たれてお り,教 師には教 育評価権 がある。公開す

ることで,教 師 と生徒,保 護者問の信頼関係が損なわれ,評 価 をめ ぐって保護者 か ら圧 力が加
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え られ る恐れがある」 な どと主張 したのに対 して,同 審査会は 「①教師が確信 と責任 を持 って

評価 している以上,開 示で教 育評価権 が侵 害 され ることはない し,保 護者か らの圧力に対 して

も十分 に対応 できる。②成績評価 は基準が合理的,適 切 であれば,信 頼関係が損 なわれるとは

考えに くい・」 な どの見解 を示 して全面開示の答 申を した と,報 道 されてい ます(28)。

しか しなが ら,同 条例 に よれば この答 申を尊重 しなければな らないはずの市教育委員会 が
,

この答申 を無視 する形で,6月7日 ,最 終的 に開示請求 を棄却する決定を下 したため,女 生徒

側 はこの不開示 の決 定は憲法 に違反す るとして,決 定の取 り消 しを求める訴訟 を大阪地裁 に起

こし,現 在 もその審理が続 いています(29}。

(2)内 申書 ・指導要録 の開示問題 の現状

この ように,長 年 にわたる教 育界の慣行であった指導要録や内申書の本人不開示の仕組 みが
,

わが国で も80年 代 中頃か ら,全 国の 自治体で急速に制定 され るこ とになる個 人情報保護条例(93

年4月 現在,983の 自治体が制定(30))の 適用によ り,い ま問い直されています。

この個 人情報保護条例 は,自 治体住民の憲法上の権利であるプ ライヴァシー権 の一つである

「自己に関す る情報の流れ をコン トロール(管 理)す る権利」(自 己情報管理権)を 具体化す る

条例 として,そ の 自治体の保有す る個人情報の本人への開示 を原則 的に認めてい ます
。 ただ,

例外的 な不 開示情報 として,一'71Xに 保護条例 には,① 「法令 または条例 の規定に より開示す る

こ とがで きない もの」,② 「個人の評価,診 断,判 定等に関する情報 であって,本 人 に知 らせ な

いことが正当である と認め られ るもの」,③ 「開示す るこ とによ り,第 三者のプ ライヴァシーを

侵害す るこ とになる と認め られ るもの」,④ 「開示す ることによ り,公 正かつ適切 な行政執行の

妨 げにな るもの」 とい う4種 類の情報 が挙げ られてお り,内 申書や指導要録 などの教育個人情

報 については,従 来 この② と④ に該当す るとして不開示決定がなされてきたわけです(31)。
しか し現在・高槻市の事件や今1=iのテーマであ る 「子 どもの権利条約」 の影響が大 きい と思

われ ますが,指 導要録 ・内申書のいずれ につ いて も,い くつかの先駆的な 自治体 においてです

が,本 人開示 を認め る方向が見え始めてい ます。 まず,指 導要録 については,92年6月 に箕面

市が・保護条例 に基づ いて争われていた事例 に限ってですが,全 部開示の決定 を下 しま した。

続 いて93年2月 には画期的 に も,川 崎市が卒業生 に対 して全部開示 を,さ らに在校生 について

も開示 を前提 とす る要録作成に変 更 して94年 度か ら全部開示す ることを決定 しま した
。現在,

これ ら以外に横浜市,吹 田市,福 岡県 ,那 覇市な どを含 めて,少 な くとも13の 自治体 が開示の

決定を した といわれています。

また内申書 については,94年3月 に逗子市で全国初の全部開示が認め られたのに続 き
,4月

には新潟市で も全部開示が認め ら,福 山 市や茨城県では成績評価の数値部分 の開示が始 まって

い るとのこ とです(32)。

(3)不 開示の実質的理 由 とその検討

いま紹介 しました以外の大 多数の 自治体 においては,現 在で も不開示が原則であ り,問 題 が

既 に解決 されたわけでは当然 あ りません。そこで,不 開示の実質的な理由 として挙げ られてい

る もの について検討 してみたいと思 います。実質的理由 として,4つ の点,す なわ ち,① 指導

要録 は,教 師間 における内部資料(内 申書の場合 は入試判定資料)で ある,② 本人開示 を前提

とすると客観的かつ公平 な評価が困難 になる,③ 評価 についての学校側 との認識のギャップか

ら,子 ども ・父母 と教師 との間の信頼関係 を損 なうおそれがあ る,④ マ イナス評価情報に よっ

て・本人 に教育上好 ましくない影響 を及ぼす可能性がある,が 指摘 されてい ます㈹ が,と りわ
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け,② と③がその中心 となる理 由であると考 えられます(34)。

まず,③ の こうした文書 を開示す ると子 ども ・父母 と教師 との間の信頼関係 を損な うとい う

理由につ いてですが,現 実に は教育的配慮 を加え生徒や父母 に見せ る通知表 と,生 の個人評価

情報であ る指導要録や内申書 の2種 類があ るとい う,い わば 「二重帳簿的な」現在 の教育評価

の在 り方の方がむ しろ子 ども ・父母 と教師 との間の信頼関係 を損 なっているのではないか とい

う指摘 があ ります㈹ 。や は り,生 徒や父母の側か らすれば,現 在の ような厳 しい受験 競争の時

代 にあってはなおさ らのこ とですがs教 師の生徒 についての評価権 限は相 当に大きな ものであ

り,少 な くともその評価 の結果 について生徒本人や父母 に明 らかにされ ることがあっては じめ

て,両 者 の問に本 当の信頼関係 が築 き上 げられてい くのではないで しょうか。

次 に② の点ですが,こ の点は,指 導要録や 内申書 とい う学校教育 における生徒の教 育評価の

あ り方 にかかわ る事柄であ り,教 育の専門性 との関係で大 いに議 論され るべ き問題だ と思 いま

す。ただ,こ の点について申 し上 げ られることは,2つ あ ると思 われ ます。1つ は,入 学試験

の選抜資料 とされ る内申書や生徒の学業 についての対外的な証明のための原簿の性格 を持 つ

(文部省初等 中等 局長=通知平成3年3月20日 一 これは① の理Ll、1の批判 にもな りますが)指 導要

録が,生 徒本 人や父母 にも開示 されない とす ると,も し教 師がなん らかの事実の誤認や恣意 に

基づ いて生徒 に とって不利 な間違った評価 を下 した場合 にも,こ れを是正す る方法 はない とい

うことです。 これは,こ れ らの文書の重要性 を考 えます と,き わめて不公正 なことだ と思 われ

ます。

もう1つ は,ま さ しく教育の専門性 に関 わるこ とであ り申 し上げに くいのですが,高 槻 市の

個人情報保護審査会が 内申書の全面開示を答申す るにあたって示 した見解に もあ りま した よう

に,「教師が確信 と責任 を持 って評価 している以上,開 示で教 育評価権が侵害 され ることはない

し,保 護者か らの圧力に対 して も十分 に対応で きる」のではないか という点 です。ここに集 まっ

ていらっ しゃる学生 の皆 さんの 多 くは,将 来教師 として活躍 され るのだ と思 い ますが,一 般 の

市民の側 か らすれば,先 生方には開示 を前提 とした上 で,生 徒や父冊 か らの批判 に も耐 えうる

自信 と責任 を持 った評価 を して もらいたい と考える訳です。

さらに,こ の内申書や指導要録の不開示問題全体 を考える上 で重要な点 は,「子ど もの権 利条

約」が,子 どもを原則 的に人権の主体 とした上 で,16条1項 において 自己情報管理権 の意味 を

持つプ ライヴァシーの権利 を,認 めているこ ととの関係 です(ま た,28条1項 では教 育情報へ

のアクセス権 も認めてい ます)。 これは,法 律以」二の効力を持つ条約上 の権利 と して,rど もの

場合 に も大人 と同様 に自己に関す る情報 を自ら管理す る権利 を認め るこ とですか ら,も し大人

の場合 とは異な る制約 を子 どもの 自己情報管理権 に加 えるとすれば,先 ほ ど2の ところで述べ

ま したように,基 本的 には,限 定 されたパターナ リステイ ックな制約,す なわちそ うした制限

が子 ども自身の 目的達成能力 を重大かつ永続的 に弱 めて しまう見込みがあ る場合 に限 って認め

られるこ とにな ります。

この点は,直 接 的には不開示理 由の④ に関係す る問題 ですが,通 常の場合,内 申書や指導要

録 に記載 されてい る自己 に関す る情報 を知 ることに よって,子 どもの 目的達成能力が重大 かつ

永続 的に弱め られ るとは考 え られ ません。 また もし,そ の記載 によって子 どもの 目的達成 能力

が重大かつ永続的 に弱め られるC3rill1=tがある とすれば,そ れは,子 ども・生徒 が,「 一個の人間 と

して,ま た,一一市民 として,成 長 し,発 達 し,自 己の人格 を完成,実 現す るため」{36)の営 み と

しての教育の本質か ら大 きく逸脱 する行為 として,む しろ厳 しく批判 されなければな らないで

しょう。

以上 の検討か ら明 らかなように,従 来指導要録 ・内印書 を不開示 とす る実質的理山 と考え ら
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れて きた4つ の理 由はいずれ も十分 な もの とは言い難 く,ま た,指 導要録 ・内申書 とい う教 育

評価情報 の性格 か ら考 えて,「 子 どもの権 利条約」16条1項 が保障する自己情報管理権 に子 ども

固有のパ ターナ リステイックな制約 を認めることも難 しいことか ら,今 後 この問題 は確 実に本

人開示の方向 に向か って進む もの と考 えられ ます。

4.む す び にか え て

い ま,「 子 どもの権利条約」の学校教 育に与えるイ ンパ ク トの問題 として
,指 導要録 ・内申書

の開示の問題 を取 り上げ,簡 単 な検討 を行 ったわけですが,こ の条約の,そ してこの条約が子

どもを人権の主体 と認めたこ との影響 は,当 然 これ らの文書の開示問題 に止 どまらず
,学 校教

育におけ る教育評価の在 り方 自体の問題,さ らには校則 などの学校規律全般 の問題 に も及んで

い くもの と考え られ ます。 こう した中で指摘 で きるこ とは
,従 来 「教 育を目的 として定め られ

た もの」(37)あるいは 「教 育上の必要」 というこ とで認め られて きた生徒の 自由や権利の制 限に

ついて,な ぜ それが教育 目的 といえるのか,ど の ような意味でそれが教育上必要なのかを具体

的 に考 え,そ れを分 か りやす く説明す ることが,今 後,教 師の側 に一層強 く求め られてい くだ

ろうというこ とです。 また,そ れが,原 則 として子 どもに自分の最善の利益 を知 ることので き

る人権 の主体の地位 を認めた 「子 どもの権利条約」 を学校教育の現場で生か してい く道だ とも

思います。

いずれに しま して も,こ の問題 は権利条約がわ力咽 で もようや く発効 し
,ま さにこれか ら本

格的 に検討 されなければな らない問題 が,様 々なfiiで生 じて くると思 うわけで して,私 自身 も

本 日の機 会 を大事 に しなが ら皆 さん と一緒 に考 えてい きたいと思 っている次第です。

注

(1>本 条約の英文タイ トル は,"ConventionontheRightsoftheChild"で あ り,こ れ を公定訳で は

「兇童の権利 に関す る条約」と しているが,民 間の団体の多 くは早 い段 階か ら,「 児童」ではな く「子

ども」と訳すべ きである と主張 して きている。 その主張の詳細 につ いては,た とえば国際教育法研 究,

会 「『子 どもの権利条約』か 『児童の権利条約』 か」季刊教 育法79号57頁(1990>参 照。私 もこれ ら

の兄解に賛成す る立場か ら,本 稿 では 「子 どもの権利条約 」 という名称 を使用す るこ ととす る
。

(2)政 府 は,92年3月 に本条約 の批准承認案件を第123回 国会 に提 出す るこ とを閣議決定す る ものの,

同国会 ではPKO協 力法 案審議 のあお りを受 けて継fib/1.審議 となった。 さらに93年4月 の第126回 国会

では趣 旨説明 と代表質 問が行われ たが,6月18日 の衆議 院解散 によ り審議未 了,廃 案 にな った という

経過が あることも事実 である。季fl」教 育法(臨 時増刊)97号 『子 どもの権利条約』10頁 以下(1994)

参照。

(3)た とえば,有 賀 貞ほか編 『講座 国際政治m日 本の外交』29頁(東 大 出版会 ,1989)な ど参照 。

(4)田 畑茂二郎 ほか編 『国際人権 条約 ・宣言集』(東 信堂,1990)お よび山本草二ほか編 『国際条約集』

(イ1閣,1994)に よる。

(5>永 井憲一 「批准 された 『子 どもの権 利条約』 とは」法学 セ ミナー一一476号25頁 以下(1994)参 照。
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